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議 案 第 10 号 

令和８年度生駒市病院事業会計予算 

（総則） 

第１条 令和８年度生駒市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（1） 病床数（許可） 一般病床 ２１０床 

（2） 主要な建設改良事業

ア 新設改良事業

生駒市立病院施設整備事業 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収 入  

第１款 病院事業収益 ６９５,３６４千円 

第１項 医 業 収 益 ８７,９２２千円

第２項 医 業 外 収 益 ６０７,４４２千円 
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支 出 

第１款 病 院 事 業 費 ５６７,３４１千円 

第１項 医 業 費 用 ５５３,９１７千円 

第２項 医 業 外 費 用 １２,３５９千円 

第３項 特 別 損 失 ６５千円 

第４項 予 備 費 １,０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本 

的支出額に対し不足する額３６２,５９４千円は、当年度分消費税等調整額５６,２７ 

２千円、過年度分損益勘定留保資金１１２,０３８千円及び当年度分損益勘定留保資金 

１９４,２８４千円で補てんするものとする）。 

収 入 

第１款 資 本 的 収 入 ６２２,３４４千円 

第１項 企 業 債 ６１９,６００千円 

第２項 補 助 金 １,７９２千円 

第３項 負 担 金 交 付 金 ９５２千円 

支 出 

第１款 資 本 的 支 出 ９８４,９３８千円 

第１項 建 設 改 良 費 ６２１,４２６千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 ３,５１２千円 

第３項 長 期 借 入 金 償 還 金 ３６０,０００千円 
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（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款 項 事業名 総額 年度 年割額 

資本的 

支 出 

建 設 

改良費 

生駒市立病院 

施設整備事業 
944,134 千円 

令和７年度 324,500千円 

令和８年度 619,634千円 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、記載の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

病院施設 

整備事業 

千円

619,600 

証書借入 

又  は 

証券発行 

5.0 ％ 以内 

(ただし、利率見直

し方式で借り入れ

る場合について、利

率の見直しを行っ

た後においては、当

該見直し後の利率) 

政府資金についてはそ

の融資条件により、銀行

その他の場合にはその債

権者と協定するものとす

る。ただし、企業財政の

都合により据置期間及び

償還期限を短縮し、若し

くは繰上償還又は低利に

借換えることができる。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと 

定める。 

(1) 収益的支出における各項間の流用

(2) 資本的支出における各項間の流用
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流 

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な 

ければならない。 

(1) 職員給与費 ２１,６２８千円 

（他会計からの補助金） 

第９条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、２３,０１０千円である。 

令和８年３月４日提出 

生駒市長 小 紫 雅 史 
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